
◎令和４年度第１回子ども・子育て会議意見書及び回答書まとめ

保育園及び児童クラブにおける入園等状況について 第２期尾張旭市子ども・子育て支援事業計画進歩状況について

中部大学 大河内　修 ――― ―――

瀬戸旭医師会 安藤　郁子 ――― ―――

愛知県瀬戸保健所 岡元　洋子 ――― ―――

尾張旭市小中学校長会 水野　夏子 ――― ―――

愛知県私立幼稚園連盟旭瀬戸支部 近藤　信綱 ――― ―――

尾張旭市民生委員児童委員協議会 神野　みつ美 ――― ―――

尾張旭市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 山下　恵里奈 ――― ―――

尾張旭市地域活動連絡協議会 松原　美保子 ――― ―――

日立チャネルソリューションズ株式会社 藤田　政克 ――― ―――

有限会社新居の里 谷口　礼 ―――

　日頃の業務から聞こえてくる声や、1児の母親として意見を
述べさせて頂きたいと思います。
①就労を支える施設を一覧化して再周知を行う。
　ご家庭にとって必要な施設（一時預かり保育や病児保育、日
曜・祝日保育など）がひと目で分かるように紹介します。保育
園の入園申込や子どもの乳児検診の際などにも配布すること
で、保育園に預けて就労を始める保護者はいざという時の預け
先を知ることができ、安心できると思います。
②保健福祉センター1階に子どもが遊べるオープンスペースが
欲しい。
　保健福祉センターでの講座などに参加した後、初めて知り
合ったお子さんと保護者の方やいつものママ友とふらっと遊べ
る広場があることで、保護者同士が情報交換を行うことができ
ます。また、専門家に気軽に相談できるスペースがあれば、必
要な支援と繋がりやすくなると感じました。

①本市では、子育て世帯に必要な情報が掲載された冊子「のびざか
り」を母子手帳交付時にお渡ししております。
　また、入園申込時には、施設位置図・保育所等一覧が掲載された
「保育所・小規模保育事業所の利用のご案内」をお渡ししておりま
す。
　しかしながら、実際そのような声があるとのことで、周知不足だ
と認識しました。
　今後は、より市民の皆様に、市内子育て支援施設を活用していた
だけるよう、冊子等の周知方法について検討して参りたいと思いま
す。
②保健福祉センター１階には、地区担当保健師等やあさぴー子育て
コンシェルジュを配置し、子どもに関するさまざまな相談に応じて
います。
　オープンスペース化や遊び場の増設についてですが、１階におい
ては、施設の改修作業が必要となるため、現時点での対応は困難な
状況です。
　なお、同センター内４階には、子育て支援センターを設けてお
り、お子さんを遊ばせながら、保護者同士で交流ができる場となっ
ておりますので、ご利用していただければと思います。

尾張旭市学童クラブ連絡会 水野　寿美代

　保育園及び放課後児童クラブの待機児童がでている状況に、
学童クラブ連絡会として、ちから及ばす申し訳なく思っており
ます。
　現在、本市こども課さんと年に1回懇談会行ない、協力し
あって待機児童の件等も協議しております。学童連絡会として
も、継続して、待機児童解消に協力させて頂きます。
　対応策やシステムを構築していただきたいと思っておりま
す。

　継続して、多くの事業を行っていただきありがとうございま
す。
　評価が△とされている事業もあり、気になりますが、見直
し、検討等を重ねていただき、子育て支援に注力している尾張
旭として、継続をお願いしたいと思います。

　放課後健全育成事業について、日頃からご協力を賜りありがとう
ございます。
　待機児童の対応策については、新規の民間事業者の募集等を行
い、民間学童クラブがない地区に学童クラブを設置できるよう検討
を進めて参りたいと思います。
　また、評価が△である事業については、社会情勢の影響も少なか
らずあると認識していますが、情勢の変化に柔軟かつ迅速に対応で
きるよう関係課と連携し、子育て支援を行っていきたいと思います
ので、今後ともご協力をお願いいたします。

市民公募 志村　美栄子

　保育園・児童クラブの待機児童が減少傾向にあるのが分かり
ました。
　この３年あまりは、コロナ禍の影響もあったかもしれませ
ん。
　引き続き利用者のニーズの把握に努めていただきたいと思い
ます。

　妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を目指すなか、延
長保育、休日保育、一時預かり、病児・病後保育、こどもの居
場所づくりなど多岐にわたる支援ニーズがきちんと受け止めら
れていることが分かりました。
①部活動に外部講師を活用している学校もあるとのこと。外部
からの支援は、児童生徒達にも教師とは違った関係性が築け、
新鮮な環境下において、より部活動に打ち込める気がします。
②最近、広報に載っていた「学習支援ランナーズ」の記事も、
市民が子どもの成長を支える良い取組だと感じました。
③そして、小学校の児童に「子どもの権利について学ぶ機会を
提供した」のは、正に重要なことです。
④相変わらず、不登校、いじめ・虐待など、子どもを取り巻く
残念な状況が続いています。子育ては、まず「安全第一」で
す。相談事案の内容によっては、弁護士などとの連携はとられ
ているのでしょうか。社会的に弱い立場の子ども達が「自分は
かけがえのない存在だ」と自覚して、自身を持ち希望を見出し
ながら成長して欲しいです。大人達は、子ども達が意見を出し
易い環境を整え、成長を見守っていかねばと思います。
　子ども・子育て支援の有益な情報が、広く市民に届くように
と願います。

①部活動の外部講師の活用については、委員のご意見にありますよ
うに、今後も生徒がより部活動に興味を持って取り組めるよう、外
部講師の拡充を図って参ります。
　また、国においては、休日の中学校の部活動を地域のスポーツク
ラブなどに段階的に移行する方針が示されるなどの動きもあるた
め、本市では、その動向を注視しつつ、今後の方向性について検討
しています。
②引き続き、地域住民や事業者と連携し、子どもたちの健全育成や
学力向上を図る環境を整え、楽しく学べる機会を提供できるよう努
めて参りたいと思います。
③貴重なご意見ありがとうございます。
　「子どもの権利」については、引き続きＣＡＰプログラムを実施
しつつ、子どもがその権利について自覚するとともに、市民の皆様
にも周知していただけるよう、周知方法等を検討して参ります。
④子どもを取り巻く相談事案の内容によっては、過去に弁護士とも
連携し、対応したケースもありました。
　また、市の関係機関（子育て支援施設、警察、学校、医療機関
等）との連携だけでなく、県の児童相談所とも連携し対応を行って
います。

市回答所属等 氏名
ご意見内容

内容のご確認ありがとうございます。



市民公募 藤田　智久

　下記のとおり（①～④）とりまとめましたので、会議の開催
の上、ご説明をお願い致します。

　下記のとおり（⑤～㉒）とりまとめましたので、会議の開催
の上、ご説明をお願い致します。

　令和４年８月３０日付けにて委員の皆様に通知したとおりになり
ますが、第１回の審議においては、「報告事項」のみであったた
め、本会議の委員長と相談し、８月時点での感染症拡大防止の観点
から、委員含め職員の感染リスクを避けることとし、書面表決にて
実施させていただきました。何卒御理解の程よろしくお願いいたし
ます。
　なお、ご意見ご質問の回答については、下記（①～㉒）のとおり
です。

①令和３年度第２回の会議において、「放課後等デイサービス
の状況について、市内事業所の数や利用者数等データはありま
すか。」と質問があり、「改めて委員の皆様へ御回答させてい
ただきます。」と回答されていました。
　市内事業所数、利用者数の推移の資料、市の対応方針等の資
料も報告に加えてはいかがでしょうか

①本市の放課後等デイサービスの市内事業所数及び利用者数の推移
については、令和４年３月７日に送付しました「別紙:補足資料」
にてお示ししたとおりになります。
 放課後デイサービスについては、本市の計画における地域子ど
も・子育て支援事業に含まれないため、今回の報告には加えません
でした。

②令和３年度第２回の会議において、「待機児童が具体的にど
うしているのか」、委員から質問がありました。今回、保育園
で９名、児童クラブで６名の待機児童がいますが、この子ども
たちは具体的にどうしているのか、市はどのような対応してい
るのか説明をお願いします。

②保育園については、認可外保育所もご利用いただけるよう、案内
を行っているところです。
 放課後児童クラブについては、入所決定者の辞退や退所があり、
随意入所の案内を行うことができているため、７月時点では待機児
童が０人となりました。
　入所案内ができるまでの間については、ご家庭での対応をお願い
しております。

③保育園の「待機児童が減少傾向」とありますが、今後の少子
化の影響はどのように見込まれていますか。
　厚生労働省発表の人口動態統計速報によれば、今年に入り出
生数が急激に減少し（１月から６月までの累計が前年比20,087
人減、６月単月は前年度比９．２％減）、少子化が加速してい
ます。尾張旭市の出生数統計の資料提示をお願いし、待機児童
数や定員数の今後の見通しについてどのように考えているか説
明をお願いします。
（参考ＵＲＬ：人口動態統計速報６月）
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s20
22/dl/202206.pdf

③本市に住民登録があるかたの出生件数は、令和元年度596件、令
和２年度597件、令和３年度610件です。全国的な少子化の加速と比
較すると、本市においては、ほぼ横ばいの状況であります。（参
考：令和４年上半期（４月～９月末）293件）
　定員数の今後の見通しについては、今期子ども・子育て支援事業
計画にて、掲載してあるとおりとなります。
　待機児童について、申込者数は、ほぼ定員数の見込とおりと想定
しておりますが、保護者が求める保育条件と園とのマッチングが難
しい場合があります。引き続き、保護者ニーズに合わせて対応でき
るよう、今後の動向等を見ながら検討して参ります。

④児童クラブの今年度の状況まとめに、「令和３年４月１日よ
り、ランドセル来館事業の本格稼働開始」とありますが、今回
の資料には、本格稼働開始した後の状況について説明をお願い
したいと思います。

④令和３年度からは、市内にある児童館全てでランドセル来館を本
格実施し、令和４年４月１日時点では、総数５１人の児童の利用登
録申請がありました。利用状況としては、各ご家庭や児童の状況に
より異なりますが、平均すると児童1人当たり、月１～２日程度の
利用となっております。

⑤一時保育の充実
　「令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響により利用
者が減ったことが考えられる」と説明されていますが、実績値
を見ると4,881（Ｒ２）から5,031（Ｒ３）に増えているように
読み取れますが、記載の誤りがありますでしょうか。ご説明を
お願いします。

⑤令和２年度と比較しますと増加していますが、目標値に対して
は、数値が低いことから目標値に届かない理由を記載しました。

⑥保育環境の改善・充実
修繕・改修を実施した数がＲ１～Ｒ３まで０となっています。
「全庁的な施設整備において優先順位が低いため実施されてい
ない」とありますが、どのような施設整備の優先度が高いと設
定されているのでしょうか。優先度を上げるためにどのような
取組みをされているか説明をお願いします。
　エアコンの箇所で、本地ヶ原の「原」が脱字となっていま
す。

⑥「本地ヶ原」については、ご指摘のとおり訂正させていただきま
す。
 「全庁的な施設整備において優先順位が低いため実施されていな
い。」のではなく、「全庁的な施設整備の優先順位について今後調
整が図られているため、当該計画に基づく施設整備は進められてい
ない。」であり、現在、実施予定の工事について準備を進めており
ます。
　参考までに、「整備計画」に基づく大規模な改修は０件ではあり
ますが、令和３年度実績では、保育園の工事１４件、修繕１０７件
を実施しております。

⑦病児・病後児保育の実施
　Ｒ１　４０２　Ｒ２　８６　Ｒ３　２０３の推移について、
「新型コロナ感染症対策によりインフルエンザ等の感染者数の
減少に伴い利用者数は例年より減少」となっています。Ｒ３に
ついてもインフルエンザはほぼ発生していませんが、Ｒ２から
増加した理由は何でしょうか。内訳について説明をお願いしま
す。

⑦インフルエンザ感染症での利用延べ児童数は、令和２年度は０
人、令和３年度は０人です。
 新型コロナウイルス感染症の影響で生じていた利用控えが、徐々
に解消してきたのではないかと考えます。



市民公募 藤田　智久

⑧教育・保育の提供体制の確保
　「市外の新規事業者に対して適切に施設型給付を行い」、と
ありますが、市内の事業者ではなく市外の事業者に給付した理
由について説明をお願いします。

⑧施設型給付とは、新制度幼稚園又は、認定こども園に通う場合に
支払う費用となり、市内在住の子どもが、市外の園に通っているた
めです。
　なお、該当する園は、市内にございません。

⑨不登校・いじめ等への対応
　不登校児童発生数、不登校生徒発生数ともに、増加傾向が続
いているなか、不登校になった児童、生徒に対する対応がとら
れていますが、具体的に書かれているものはいずれも事後の対
応であり発生率を下げる対策ではないと思われます。発生率を
下げるための具体策は何をされているのでしょうか。
　「魅力ある学校づくりを進める」とありますが、具体的にど
のよう内容が検討されているのでしょうか。
　他の自治体や私立学校等の取り組み事例については、調査等
行っているのでしょうか。
　ご説明をお願いします。

⑨中学校には、別室登校対応の養護教諭等の免許を所有する非常勤
教職員を配置し、不登校傾向のある生徒や登校渋りの生徒に対応し
ています。小学校には、学校教育支援教員の配置日数を増やし、主
に低学年での学校適応・学習指導に力を入れています。
　また、心のアドバイザーの相談日数を増加し、相談体制を強化し
ています。
　魅力ある学校づくりとしては、校長のリーダシップのもと、各校
で創意工夫をし、授業改善や行事等の見直しを行い、児童生徒に
とって魅力ある学校づくりに努めています。
　他の自治体の取組を参考することもありますし、情報共有も行い
ながら進めています。私立学校については、特に調査等は実施して
いません。

⑩学校評議員制度の実施
　校長が推薦する人物を評議員とすることが「開かれた」にな
るのか疑問に思いました。校長の推薦ではなく、公募制にはし
ないのでしょうか。

⑩学校評議員制度に代わり、令和４年度から学校運営協議会を設置
しました。学校運営協議会とは、学校及び当該運営への必要な支援
に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の
下、保護者と地域住民等の学校運営への参加並びに、保護者と地域
住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学
校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改
善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とするものであり、
公募の予定はありません。

⑪幼児とのふれあい体験の実施
　現在のコロナ禍における感染症対策をこれまで通り行う方針
であれば、今後も実施が厳しいのではないでしょうか。
　感染対策（マスク、アルコール消毒、ワクチン接種等）が、
感染対策として本当に有効なのか検討して根本的に見直し、幼
児とのふれあい体験を実施できるようにしてほしい。

⑪感染症対策につきましては、国や県の方針を基に決定しておりま
す。
　今後も同様の対応をとりながら、感染症対策を講じた上で、可能
な限り幼児とのふれあい体験を実施していきたいと考えています。

⑫職場体験などによる職業意識の醸成
　Ｒ２、Ｒ３ともに実績０が続いていますが、評価〇でよいの
でしょうか。
　幼児とのふれあい体験同様、感染対策（マスク、アルコール
消毒、ワクチン接種等）が、感染対策として本当に有効なのか
検討して根本的に見直し、子どもたちの勤労への関心を持たせ
る場を実施してほしい。

⑫コロナウイルス感染症のため、実際に事業所等への訪問はできま
せんでしたが、代替として各中学校において職業人を招いての講演
会や職業調べ等を行い、キャリア教育を実施しました。
　今後も、子どもの安全を第一に考え、感染状況を踏まえて体験の
場を設けていきたいと考えております。

⑬子育てに関する相談・指導体制の継続
　目標件数に対し、Ｒ２、Ｒ３と大幅に件数が増えていること
で、対応されている方の苦労を感じます。一方で目標数値を上
回っていることが評価達成ではなく、目標値からある程度の範
囲に収まっていることが求められる指標ではないでしょうか。
　体制の充実で相談しやすくなっていることは良いことです
が、新たな悩みや解決されない悩みが増えて想定以上に件数が
増えているとなれば何か問題があると言えます。どのように分
析されているのか説明をお願いします。

⑬気軽に相談できる窓口体制として、相談窓口が周知されてきてお
り、その結果、相談件数が増えたと考えます。

⑭児童館の充実
　改修等の件数が０、保育環境の改善・充実のところにも書き
ましたが、子ども向け施設の整備は、尾張旭市として優先度が
低いということでしょうか。Ｒ６の３５に対しＲ１以降の実施
数があまりにも少ないと思います。どのような対策を検討され
ているのか、説明をお願いします。

⑭「全庁的な施設整備において優先順位が低いため実施されていな
い」のではなく、「全庁的な施設整備の優先順位について今後調整
が図られているため、当該計画に基づく施設整備は進められていな
い」です。
　参考までに、「整備計画」に基づく大規模な改修は０件ではあり
ますが、令和３年度実績では、児童館の修繕３２件を実施していま
す。
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⑮子どもの読書活動の推進
　新型コロナウイルス感染症対策が現在の方針のままであれ
ば、目標値に対して低い数値が継続されると思われ、評価△と
した方が妥当なのではないでしょうか。
　感染対策（マスク、アルコール消毒、ワクチン接種等）が、
感染対策として本当に有効なのか検討して根本的に見直し、読
み聞かせの開催回数を増やして、子どもの読書活動の推進をし
て欲しいです。

⑮いただいたご意見については、今後の取組みの参考にさせていた
だきます。
　市は、イベント等の開催及び公共施設の感染対策について、国、
県の方針に基づき実施しております。

⑯青少年悩みごと相談
　Ｒ３の件数が前年比２割増となっており、急増傾向にありま
す。「メール相談事業を開始したことに伴い」増加となってい
ますが、相談内容にはどのような傾向が出ているか説明をお願
いします。

⑯メール相談は、２４時間書き込むことができるため、「時間を選
ばずに相談ができる。」、「対面が苦手な人でも気軽に相談でき
る。」等の理由から利用者が増加したことが考えられます。
　主な相談内容は、学校や家庭での悩みに関することについてです
が、守秘義務の観点から詳細については、回答を差し控えさせてい
ただきます。

⑰親子ふれあい事業の充実
　親子ふれあい教室の延べ参加人数について、Ｒ２からＲ３が
大幅に減少している点についてまん延防止時期との重なりと記
載されていますが、前年度はオンライン配信が好評で目標値を
超えたとされています。引き続きオンライン配信で対応してい
れば、まん延防止期間であれ半減ということにはならないよう
に思いますが。まん延防止期間とは関係のない減少理由が何か
あったのではないかと思いますが、どのように分析されていま
すか。

⑰まん延防止以外での減少理由としては、親子ふれあい教室の実施
形態が毎年違うことが要因と考えます。具体的には、生涯学習フェ
スティバルオープニング事業として令和２年度は、完全オンライン
での鑑賞型での「サイエンスショー」を実施し、令和３年度は今後
のコロナ対策を見据えた取り組みとして、中央公民館と地区公民館
を高速ネットワークで繋ぎ、会場参加型でのクイズやゲームを行い
ました。
　今後、オンラインイベントを開催するかについては、対面で実施
した方が良いイベントもありますので、実施内容に応じ、検討して
いきたいと考えております。

⑱地域教育の推進力
　感染対策（マスク、アルコール消毒、ワクチン接種等）が、
本当に感染対策に有効なのか検討して見直し、体験活動等の実
施を進めてもらいたい。

⑱地域の教育力推進事業費補助金については、地域の団体が子ども
達を健やかに育む活動に対して、市が補助金を交付するものです。
　令和３年度は新型コロナの感染拡大の影響により、申込件数が０
件でしたが、今後も本補助金のPRに努めてまいりたいと考えており
ます。

⑲父親の子育て参加の推進
　昨年第三子が生まれた際に、父子健康手帳を頂きましたが、
私としては既にやっていることが多いと感じました。内容の更
新は検討されていますでしょうか。
　配布率１００％は良いことですが、配布後実際に読まれてい
るのか等、配布後の反応は把握されているのでしょうか。

⑲父子手帳の内容については、既存の製品を購入配布しているた
め、こちらで内容の更新は出来ないものとなっています。
　今後も情報収集しつつ、より良い内容の製品があれば、変更を検
討していきます。
　父親の妊娠期からのサポートや出産後の育児にお役立ていただけ
るような内容になっており、コメントも記入できることから、育児
参加のツールの一つとして活用していただけるよう母子手帳交付時
に説明はしていますが、現状として特に活用状況の確認は出来てお
りません。

⑳予防接種事業の実施
　Ｈ３０、Ｒ２で接種率が１００％を超えていますが、これは
必要以上に接種したということでしょうか。数字の内容につい
て説明をお願いします。
　予防接種には、有効性の面以外に、副反応等リスク面がある
と思います。事業内容として、「有効性について周知を図りま
す」とありますが、「リスク」についても周知する必要があり
ます。ワクチンと、自閉症や発達障害との関連を疑う研究もあ
ります。実際に子育てをしている立場として、小児のワクチン
は生後間もない時期から種類と回数がとても多く、本当に必要
なものなのか疑問を感じます。
　新型コロナワクチンについても、接種を推進することが前提
で進められているため、副反応や後遺症といったリスクに関す
る情報発信が不十分です。小児の接種が努力義務になりました
が、重症化例が少ない子どもたちに重症化予防目的で接種する
必要があるのか、治験中であり、安全性有効性が十分に証明さ
れていないことの説明も不足しています。
　自治体によって周知の仕方に差が大きく、接種率の違いも大
きく出ているようです。市として他の自治体の対応について把
握されていますでしょうか。
　保護者が子供たちの将来に責任が持てるよう、リスク面につ
いても丁寧に説明するよう改善を求めます。

⑳本市において、定期接種（Ａ類疫病）の接種対象者は、国が定め
る定期接種実施要領の対象者（接種が可能な期間に該当する者）の
うち、標準的な接種期間（接種が推奨される期間）に該当する者と
しているため、接種率が100％を超える場合があります。
　新型コロナワクチンによる副反応等については、広報及びホーム
ページ等で周知しております。
　対応については、適宜情報共有しています。
　予防接種について、市としては、基本的に国や県の方針に従い、
進めていきたいと考えております。
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㉑保育園給食、学校給食における地域の食材の活用
　「地域の食材の活用」は尾張旭市内でとれた食材を活用する
という意味で捉えましたが、現在の指標、行事食、テーマ食の
提供回数は、内容と指標があっていないと思いました。「世界
の料理を提供する日も」とあり、事業の内容と整合性が取れて
いないと思います。

㉑事業内容や指標については、次期計画策定の中で整合が取れるよ
う検討します。

㉒未熟児養育医療の給付
　Ｒ３の件数が６４％増、助成額も４６．４％増と大幅に増え
ている原因について詳しい説明をお願いします。

㉒未熟児療育医療制度とは、身体の発育が未熟のまま出生し、保育
器を利用する等の入院療育が必要な乳児（１歳に満たない者）に対
して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
　令和２年度に比べて、令和３年度の申請数が多かったのが原因で
す。
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保育園及び放課後児童クラブにおける入園等状況について 

１ 保育園の入園状況 

     （令和４年４月１日時点 単位：人） 

 Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

新規申込者数 ５１５ ５２１ ５７２ ５５４ ５５０ 

待機児童数 １４ ２２ ２４ １２ ９ 

未満児拡充定員数 ＋１５ ±０ ±０ ±０ ±０ 

＜今年度の状況まとめ＞ 

・新規申込者数は、前年度より４名減少し、待機児童数は９名であった。 

※  待機児童数は、減少傾向。 

・未満児定員の拡充はなし。 

  

 

２ 児童クラブ（公立）の入所状況   

 （令和４年４月１日時点 単位：人） 

 Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

申込者数 ７２９ ７５８ ６６３ ６７２ ６１８ 

待機児童数 ３７ ５３ ０ ０ ６ 

拡充定員数 ＋３５ － － － － 

 ＜今年度の状況まとめ＞ 

・申込者数は、前年度より５４名減少し、待機児童数は６名であった。 

 ※ ７月時点で、待機児童は０名となる。 

・令和３年４月１日より、ランドセル来館事業の本格稼働開始。 

資料１ 



第２期尾張旭市子ども・子育て支援事業計画進捗状況について 

１ 各事業の評価の方法 

 ・ 第２期計画では、基本理念である「みんなで支えあう すべての子どもがすくすく

のびのび育ち、子育てしやすいまち 尾張旭」の実現に向け、６つの基本目標を掲げ

ています。 

 

 

 
 

 ・ この基本目標を達成するため、市の子ども・子育て関連事業を体系的に一覧化する

とともに、事業ごとに達成度合いを図るための指標を設定しています。 

・ 各指標について、直近の実績値と目標値を比較し、計画の進捗状況を管理します。 

２ 今年度の評価結果について 

  令和３年度実績値と目標値の比較による評価結果は下記のとおりです。 

※ 別添「第２期尾張旭市子ども・子育て支援事業計画進捗状況確認調書」参照 

 

 

 

評価 
全体 今年度評価の内訳 

今年度 
（参考） 

前年度 
基本目標 1 基本目標 2 基本目標 3 基本目標 4 基本目標 5 基本目標 6 

◎ ６４ ５３ １５ １９ １４ １２ ３ １ 

〇 ３０ ３８ ６ １９ １ ４ ０ ０ 

△ ２１ ２３ １１ ６ １ ３ ０ ０ 

× ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

― ２０ ２１ １ ７ ３ ７ １ １ 

計 １３５ １３５  
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基本目標１

基本目標３

基本目標５

各施策の進捗状況評価結果（割合）

◎ 〇 △ × ―

資料２ 

【評価基準】◎：すでに目標を達成している 〇：このままいけば達成できる 

△：努力が必要である ×：目標達成の見込みはない ―：目標値なし 

（総評） 
・ 事業全体では「◎」「〇」が７割程度で、各基本目標においても同様の傾向です。 
・ 各基本目標の「△」の割合を比較すると、基本目標１が最も高くなっています。 
・ 評価全体の割合を前年度と比較すると、「◎」の割合が増加し、「〇」、「△」の割合
が減少しています。これは、昨年度に比べ、コロナ渦でも対応できる代替手段や事業
を実施したためだと考えられます。今後も、断続的に事業が行えるよう検討を重ねる
ことが必要であると考えます。 

【基本目標】 

１ 子どもの教育・保育環境の充実       ４ 親と子の健康の確保及び増進 

２ 地域における子育て支援の充実と安全の確保 ５ 子育てと仕事の両立支援 
３ 配慮を要する子ども・家庭への支援     ６ 子どもの権利擁護 



２ 各基本目標の進捗状況  

基本目標 主な課題及び対応方針等 

１ 

・令和３年度においても保育所の待機児童が発生しています。その一方で、保
育所、市内幼稚園及び認可外保育施設等への委託事業の活用により、０歳～
３歳以上の定員数は、目標値を達成する数値となっています。今後も、保護
者のニーズに応じた多様な施策による待機児童対策を推進します。 

・公立保育所施設の老朽化に伴う大規模改修等については、保育所以外の公共
施設との優先順位を勘案して改修等を進める必要があるため、全庁的な施設
改修等に係る所管課との調整を進めます。 

・不登校・いじめ等の発生率は、ネットやゲーム依存、家庭環境の変化等から、
増加しています。小学校への学校教育支援教員を配置、中学校への非常勤教
職員を配置するなどし、不登校の未然防止や子どもの居場所づくりを行い、
学校へ復帰しやすい体制を整備しています。 

また、保育所等における中学校の体験学習や小学校との交流活動は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響化で代替手段を試みたが実施できませんでした。 

・引き続き、コロナ禍においても継続的に事業ができるよう内容を検討します。 

＜評価「△」となった事業＞ 
・サポート保育の推進       ・一時保育の充実 
・保育環境の改善・充実      ・教育・保育の提供体制の確保 
・不登校・いじめ等への対応    ・適応指導教室の推進 
・スクールカウンセリングの充実  ・幼児とのふれあい体験の実施 

２ 

・新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、イベントやこども・子育
て関連講座の開催回数を増やした事業もありましたが、参加者数の大幅な増
加には繋がっていません。参加者等が減少傾向にある事業については、引き
続き積極的な制度周知・利用勧奨、在り方の検討を行います。 

＜評価「△」となった事業＞ 
・子育て短期支援事業の提供体制の継続  ・児童館の充実 
・ブックスタート事業の実施       ・親子ふれあい事業の充実 
・ジュニアリーダーズクラブ活動の支援   ・児童の連れ去り防止対策の実施  

３ 

・要支援家庭やハイリスク妊産婦を対象とした養育支援訪問について、随時支
援可能な体制を確保しているものの、昨年度の利用実績から横ばい傾向で
す。必要な方に制度の利用をしていただけるよう、引き続き積極的な制度周
知・利用勧奨を行います。 

＜評価「△」となった事業＞ 
・養育支援訪問事業の実施      

４ 

・産後ケア利用促進のため、年度途中から新たにデイサービス型の産後ケアを
開始しました。 

・新型コロナウイルス感染症により、受診控えや定期的な通院の延期・中断等
により、かかりつけ医を持つ割合が令和元年度に実施したアンケート実績値
と比較し減少しました。認識低下の改善のため、積極的な制度周知・利用勧
奨などを行います。 

＜評価「△」となった事業＞ 
・産後ケア事業の実施       ・養育支援訪問事業（※再掲） 
・かかりつけ医制度の推進 

５ 

・育児休業明けの職場復帰がスムーズに行えるように、年間を通しての入園受
付を行う等、目標値を達成し、施策全体が順調に推移しています。 

＜評価「△」となった事業＞ 該当なし 

６ 

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いながら、東中学校にて「市長を
囲む子ども会議」実施しました。今後もコロナ禍に対応できるよう見直しを
図りながら、目標値達成の維持に努めます。 

＜評価「△」となった事業＞ 該当なし 

 


